
 平成２９年１１月から、韓国の家きん飼養農場において、１２件の高病原性鳥イン
フルエンザ（以下、本病）の発生が確認されています。 
 また、国内では島根県松江市で１１月５日～１２日に回収された死亡野鳥７羽から
本病ウイルスが検出されています。 
 このような近隣諸国での発生状況及び本病ウイルスの国内への侵入状況を踏まえ、
鶏飼養農家の皆様に、家きん舎への本病ウイルスの侵入防止対策及び飼養家きんの異
常の早期発見・通報の徹底をお願いします。 
 また、管内で本病が発生した場合は、畜産関係者の皆様にはまん延防止のための防
疫措置等に御協力頂きますので、緊急連絡体制についても、再度御確認をよろしくお
願いします。 
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熊本県天草家畜保健衛生所 

高病原性鳥インフルエンザの発生状況について 高病原性鳥インフルエンザの発生状況について 

  毎月20日は「くまもと家畜防疫の日」 

     家畜の異常を発見された場合はご連絡ください。 
     天草家畜保健衛生所 電話番号０９６９－２２－３６６８ 通報 

農林水産省ホームページより 



豚流行性下痢の発生状況について 豚流行性下痢の発生状況について 

 昨年の12月30日に、熊本地域（振興局単位）において豚流行性下痢（ＰＥＤ）が発生し
ました。養豚農家の皆様に、飼養衛生管理基準の遵守を基本とした本病の侵入対策の徹底を
お願いします。 

症状 
・豚とイノシシに感染し、全ての日齢の豚で嘔吐・水様性の下痢を呈する。 
・１０日齢以下のほ乳豚で、高い死亡率。 
・繁殖・肥育豚での死亡は、ほとんど無い。 

対策 
・車両消毒、衛生管理区域専用の長靴・作業着の 
 使用などによる農場内への侵入防止。 
・導入豚は隔離飼育。 
・母豚への適切なワクチン接種。 
・毎日の豚の観察の徹底。 
・異常が認められた際は管理獣医師や家畜保健衛  
 生所に直ちに通報する。             
・農場立入者の記帳。 

畜産関連施設入退場時 
・施設入口の石灰帯や車両消毒ゲート  
 による消毒。 
・動力噴霧器等を用いて荷台やタイヤ 
 まわり、運転席のハンドルやマット  
 の消毒。 
・施設で使用した前掛け、手袋及び長 
 靴等の消毒。 
農場入場時 
・衛生管理区域内に入る際には、必ず 
 荷台等車両全体の消毒。 
・人や物による病原体の侵入を防止す   
 るため、必ず農場専用の衣服、長靴  
 に交換して作業する。 
       参考・車両消毒に係る消毒薬の適正 農林水産省HPより抜粋 

    ＰＥＤの発生状況 

消毒について 

    黄色水溶性下痢便 

ＰＥＤの発生状況（農林水産省ＨＰより） 平成30年1月5日現在

発生
農場数

非発生
農場数

愛知県 平成29年9月27日 1 1 0 0% 2 0 平成29年9月27日
茨城県 平成29年11月13日 4 4 0 0% 1,256 7 平成29年12月28日
千葉県 平成29年11月17日 1 1 0 0% 170 30 平成29年11月17日
群馬県 平成29年12月13日 1 1 0 0% 300 0 平成29年12月13日
熊本県 平成29年12月30日 1 1 0 0% 217 0 平成29年12月30日
宮崎県 平成29年12月30日 1 1 0 0% 70 0 平成29年12月30日

6県 9 9 0 0% 2,015 37

累計発生
農場数

初発事例確認日
発生

都道府県
頭数の最終確認日累計死亡頭数累計発症頭数

非発生
農場割合



本年もよろしくお願いいたします 本年もよろしくお願いいたします 

  

海外悪性伝染病発生状況 海外悪性伝染病発生状況 

 明けましておめでとうございます。旧年
中は大変お世話になりました。 

 年末年始においても、近隣諸国において
は依然として口蹄疫やHPAIの発生が報告さ
れています。 

 今後、春節（中国では2月16日）及び平
昌五輪の開催により人や物の動きが一層激
しくなることが予想され、我が国への口蹄
疫等の病原体の侵入リスクが高くなると考
えられますので、ウイルス侵入防止対策の
徹底及び異常家畜の早期発見・通報につい
て、よろしくお願いします 

 本年も職員一同緊張感を持って防疫、衛
生対策を実施していく所存ですので、関係
者皆様方の御協力をお願いいたします。 

平成３０年定期報告について 平成３０年定期報告について 
 平成２３年の家畜伝染病予防法改正により、家畜の飼養者は２月１日時点での家畜の飼
養状況について県知事に毎年報告することが義務づけられています。既に、様式が届いて
いる頃だと思いますので、期日までの提出をお願いします。また、関係者の皆様におかれ
ましては、御協力をよろしくお願いします。 

 また、小規模飼養者(※)についても２月１日時点での飼養頭羽数を報告することが義務づ
けられていますので、こちらも併せて提出をお願いします。様式については家畜保健衛生
所または各市町へお尋ね下さい。 

※小規模飼養者：以下の条件に該当する家畜飼養者 
水牛・馬：１頭まで   豚・いのしし・めん羊・山羊・鹿：1～5頭まで         

鶏・あひる・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥：１～99羽まで ダチョウ：1～9羽まで 


